
２．主な条例改正の内容

① 固定資産税「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税減額に係る申告
手続の緩和」(附則第１４条関係)

管理計画認定マンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合の固定資産税を減額する
特例措置の申告手続きを緩和する。

参考資料 市民部 税務室

議案第３１号 専決処分事項報告について(交野市税条例の一部を改正する条例)

１．条例改正の目的

地方税法等が令和７年４月１日付で一部改正されたことに伴い、交野市税条例の対応する条文について、所要の改
正を行ったもの。（施行期日 令和７年４月１日）

旧条例（改正前） 新条例（改正後）

申告手続き

当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の
提出があり、要件に該当すると認められる場合、減額措置
を適用

・マンションの各戸の所有者（区分所有者）が申告

改正前の申告方法に加え、マンション管理組合の管理者等
から市長へ必要書類の提出があり、要件に該当すると認め
られる場合も減額措置を適用

・マンションの各戸の所有者（区分所有者）が申告
・管理組合の管理者等の手続きによる申告も可能に

軽減内容
１住戸あたり100㎡までを限度に、当該住宅の工事が完了した翌年度のみ固定資産税の3分の1を減額
※都市計画税は減額適用なし
※令和５年４月１日～令和９年３月３１日までに行われた工事が対象



② 軽自動車税種別割 「標準税率の区分の見直し」（第94条関係）

排気量50cc以下の原動機付自転車(以下「原付」という)について、令和７年11月開始の排ガス規制強化の影響
によりメーカーによる新車の製造終了が発表された。今般、当該原付の代替となる車両として、既存の排気量
125cc以下(第二種甲)原付をパワーダウンさせた車両が新たに製造・販売されることとなり、軽自動車税種別割に
新たな課税区分が設置されることから、下表のとおり車種区分を追加する。

参考資料 市民部 税務室

条例案
の項番 車 種 車 両 の 要 件 税額(年額)

ナンバー
プレート塗色

ア
第一種 一般原付 総排気量50cc以下 又は 定格出力0.6kw以下 2,000円 白

第一種 特定小型原付 定格出力0.6Kw以下 ※電動キックボード等 2,000円 白

イ 第二種乙 一般原付 総排気量90cc以下 又は 定格出力0.8kw以下 2,000円 黄

ウ 第一種 一般原付 総排気量125cc以下 かつ 最大出力4.0Kw以下 2,000円 白

エ 第二種甲 一般原付 総排気量125cc以下 又は 定格出力1.0kw以下 2,400円 桃

オ ミニカー 総排気量50cc以下 3,700円 水色

以下 略

新たに車種を追加

※出力規制に伴い、免許証
及び交通法規の対応も
50cc以下原付と同様と
なる。

議案第３１号 専決処分事項報告について(交野市税条例の一部を改正する条例)

３．関連資料（令和7年度 税制改正の大綱 財務省ＨＰ ①２５ページ ②６１ページ参照）

URL https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf


別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
         令和７年６月定例会 

議案の 
件 名 

議案第３１号 
専決処分事項報告について 
（交野市税条例の一部を改正する条例） 
 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他

（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めが 

あるもののほか、この条例の定めるところによる。 
 
 
 
 

地方税法及び関連省令等の改正に伴い、他市においても同様の条例改正が行われる。 
 
 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
地方税法等が令和７年４月１日付で一部改正されたことに伴い、交野市税条例の対応する

条文について、所要の改正をおこなったもの。（施行期日 令和７年４月１日） 
 
 

【軽自動車税種別割】50cc 以下原付バイクの新車販売・製造終了の影響で、登録台数は緩やかに減少傾向

となることが予想される。しかし、近年原付の減少数を上回る形で四輪の軽自動車登録数が伸びているた

め、軽自動車税種別割全体として見たとき税収は若干増の状況が続くと想定される。 

 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
令和７年３月３１日 地方税法等関連法案の公布 
令和７年４月 １日 地方税法等関連法の一部施行 
 
 
 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 － 

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 その他 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和７年４月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 
市民部 税務室  有 ・ 無 （条例概要、新旧対照表） 

 



 

交野市税条例（平成１５年条例第３８号）新旧対照表 

新 旧 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新

たに第１４条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとな

った者に、当該該当することとなった日から２月以内に、その名称、代

表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、市内に有する

事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下市民税について

同じ。）、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させる

ことができる。 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新

たに第１４条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとな

った者に、当該該当することとなった日から２月以内に、その名称、代

表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、市内に有する

事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税について

同じ。）、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させる

ことができる。 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第

５項の規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第

５項の規定による補正の方法の申出） 

第７２条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項

及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所

有者の代表者が毎年１月３１日までに次の各号に掲げる事項を記載し

た申出書を市長に提出して行わなければならない。 

第７２条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項

及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所

有者の代表者が毎年１月３１日までに次の各号に掲げる事項を記載し

た申出書を市長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定

する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定

する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号



 

新 旧 

（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税につい

て同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称） 

（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税につい

て同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第９４条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第９４条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 原動機付自転車 （１） 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キ

ロワット以下のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。） 年額 

２，０００円 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キ

ロワット以下のもの（エ      に掲げるものを除く。） 年額 

２，０００円 

イ 二輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リ

ットル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．

６キロワットを超え、０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０

００円 

イ 二輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リ

ットル以下のもの又は                        定格出力が０．

６キロワットを超え、０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０

００円 

ウ 二輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力

が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

 

エ 二輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの（ウに

掲げるものを除く。）又は定格出力が０．８キロワットを超えるも

の 年額 ２，４００円 

ウ 二輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの又は 

                       定格出力が０．８キロワットを超えるも

の 年額 ２，４００円 

オ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有 エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有



 

新 旧 

するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５メート

ル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が０．５メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保

安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６

に規定する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が０．

０２リットルを超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを

超えるもの 年額 ３，７００円 

するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５メート

ル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が０．５メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保

安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６

に規定する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が０．

０２リットルを超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを

超えるもの 年額 ３，７００円 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第９９条 （略） 第９９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各

号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する

書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各

号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する

書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号

（同法第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（２） 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号

（同条第１５項   に規定する法人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 



 

新 旧 

（５） 原動機の総排気量又は定格出力（第９４条第１号ウに掲げる原

動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力） 

（５） 原動機の総排気量又は定格出力                          

                                                        

（６）～（９） （略） （６）～（９） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第１００条 （略） 第１００条 （略） 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別

援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳

の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものに

あっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手

帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定

により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神

障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１

０５号）第９２条の規定により交付された身体障害者若しくは身体障

害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみ

で構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」という。）又はこれらの者の特定免許情

報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項にお

いて同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別

援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳

の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものに

あっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手

帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定

により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神

障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１

０５号）第９２条の規定により交付された身体障害者又は  身体障

害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみ

で構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」という。）を提示                   
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の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項にお

いて同じ。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなけ

ればならない。 

                                                              

                するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなけ

ればならない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定

する免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」という。）

の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限

並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件 

（５） 運転免許証の番号、交付年月日及び                      

                                                           

                                                    有効期限

並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件 

（６） （略） （６） （略） 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したとき

は、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確

認するために必要な措置を受けなければならない。 

 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２３条の２ （略） 第１２３条の２ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号の

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号の
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いずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免

する必要があると認める場合は、この限りでない。 

いずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免

する必要があると認める場合は、この限りでない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条

第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２～１４ （略） ２～１４ （略） 

１５ 法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の１とする。 

１６・１７ （略） １６・１７ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２～１３ （略） ２～１３ （略） 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンショ

ンに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなか

った場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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（平成１２年法律第１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合

の管理者等から法附則第１５条の９の３第２項に規定する期間内に施

行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該

特定マンションが法附則第１５条の９の３第１項に規定する要件に該

当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規

定を適用することができる。 

１５ （略） １４ （略） 

１６ （略） １５ （略） 

（都市計画税の課税標準の特例に係る読替規定） （都市計画税の課税標準の特例に係る読替規定） 

第４４条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、

第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、

第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項、第１５条の２第２

項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第１３１条第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しく

は第３４項又は法附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３

条」とする。 

第４４条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、

第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３４項まで、

第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項、第１５条の２第２

項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第１３１条第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しく

は第３４項又は法附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３

条」とする。 

 


